
請求事由の概要 閲覧日 閲覧にかかる住民の範囲

長崎県 県央保健所 堂崎町 120 名

所長 宗　陽子

合計 120 名

利用目的の概要 閲覧日 閲覧にかかる住民の範囲

一般社団法人 新情報センター 幸町、船越町 50 名

事務局長 山本　恭久 16歳以上の男女個人

エイジス九州 株式会社 諫早市 312 名

代表取締役 福田　賢司 満18歳以上の者※外国人を含む

一般社団法人 輿論科学協会 諫早市 172 名

理事長 井田　潤治 20歳以上の世帯主

一般社団法人 中央調査社 長田町 27 名

会長 境　克彦 20歳以上の日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 久山台 13 名

会長 境　克彦 満18歳以上日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 八天町 12 名

会長 境　克彦 満18歳以上日本人の男女

一般社団法人 新情報センター 宇都町5～29 20 名

事務局長 山本　恭久 60歳以上の男女個人

一般社団法人 中央調査社 多良見町佐瀬、多良見町野川内 12 名

会長 境　克彦 18歳以上の男女

一般社団法人 中央調査社 多良見町中里 20 名

会長 境　克彦 満20歳以上日本人の男女

一般社団法人 新情報センター 諫早市全域 2,003 名

事務局長 山本　恭久 18歳～79歳の日本国籍を有する者

株式会社 日本リサーチセンター 真崎町 20 名

代表取締役社長 杉原　領治 0歳以上17歳以下の男女

一般社団法人 新情報センター 小川町 50 名

事務局長 山本　恭久 16歳以上の男女個人

一般社団法人 中央調査社 新道町 18 名

会長 境　克彦 満16歳以上の日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 福田町 12 名

会長 境　克彦 満18歳以上日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 鶴田町 6 名

会長 境　克彦 満20歳以上満79歳以下の日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 中通町 19 名

会長 境　克彦 満20歳以上満79歳以下の日本人の男女

一般社団法人 中央調査社 多良見町木床、多良見町中里、多良見町化屋 16 名

会長 境　克彦 満1歳の日本人男女

一般社団法人 新情報センター 栗面町・貝津町 100 名

事務局長 山本　恭久 16歳以上の男女個人

一般社団法人 中央調査社 松里町 36 名

会長 境　克彦 満18歳以上79歳以下の日本人の男女

195 名

会長 境　克彦 12歳以上の日本人男女

合計 3,113 名

堂崎町、多良見町市布、久山町、真崎町、山川町、永昌
東町、天満町、小川町、福田町、中田町、長田町、小野
島町、高来町里、高来町三部壱

一般社団法人 中央調査社

19
「2025年度　生活保障に関する調査」実施のための対象者抽
出

令和7年2月13日

20 「戦後80年に関する意識調査」実施のための対象者抽出 令和7年2月13、20、26、27日

17
「子育て世帯にやさしい社会づくりに向けた全国調査」実施の
ための対象者抽出

令和7年1月23日

18 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため 令和7年2月7日

15
「社会階層と社会移動に関する全国調査研究（調査票タイト
ル「仕事と生活に関する全国調査」）」の実施のための対象者
抽出

令和7年1月16日

16
「社会階層と社会移動に関する全国調査研究（調査票タイト
ル「仕事と生活に関する全国調査」）」の実施のための対象者
抽出

令和7年1月23日

13
「令和6年度　国語に関する世論調査」実施のための対象者
抽出

令和6年11月27日

14
「アイヌに対する理解度に関する国民意識調査」の実施のた
めの対象者抽出

令和6年12月10日

11 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出 令和6年10月4日

12 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため 令和6年10月10日

9
「第6回家計と貯蓄に関する調査」の実施のための対象者抽
出

令和6年9月10日

10 「活力ある地域社会の形成」に関する調査
令和6年9月11,12,18,19,25,26日

令和6年10月1,2,3日

7 高齢社会対策総合調査（高齢者の経済生活に関する調査） 令和6年8月28日

8
「現代日本の社会・生活に関する意識調査」実施のための対
象者抽出

令和6年9月10日

5
「男女共同参画社会に関する世論調査」の実施のための対象
者抽出

令和6年7月25日

6 「社会意識に関する世論調査」の実施のための対象者抽出 令和6年8月6日

3
総務省が毎年実施する通信利用動向調査（統計法に基づく
一般統計調査）の標本抽出を行うため（アンケート調査を実
施）

令和6年7月11日

4
「令和6年度アルコール依存症に係る調査研究事業」（調査票
タイトル：「飲酒と生活習慣に関する調査）の実施のための対
象者抽出

令和6年7月17日

住民基本台帳法第１１条の２第１２項に基づく公表

申出者
（法人の名称及び代表者氏名）

1 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため 令和6年5月29日

2
「男女共同参画社会に向けての県民意識調査」のための調査
票送付に利用

令和6年7月2日
令和6年7月3日

住民基本台帳法第１１条第３項及び住民基本台帳法第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等
の交付に関する省令第３条に基づき、令和６年４月から令和７年３月までの住民基本台帳の閲覧状況を次のとおり公表します。

住民基本台帳法第１１条第３項に基づく公表

請求者
（国又は地方公共団体の機関の名称）

1 令和6年国民健康・栄養調査実施のため 令和6年9月10日


